
物件名：朴ノ又林道外２

円/日

円/回

円/回

２　使用に伴う燃料費等は賃借人の負担とする。

３　契約期間 ～

４　機械引渡（返還）場所 賃借人が指示する場所

５　契約保証金　　　　　　　　　免除

６　賃貸借物件の詳細については、別紙「賃貸借物件内訳書」による。　　　　　　　

７　特約条項　　　　　　　　　別紙　暴力団排除に関する特約条項及び林野火災防止に関する特約条項のとおり

方記名押印の上、各自１通保有する。

賃借人 住所 愛媛県松山市朝美２－６－３２

氏名 分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長　　山口　正浩　　　　印

賃貸人 住所

氏名

(１回当たり)

30日以上

－

－廻送料

廻送料

機械質量４ｔクラス
山積０．１３ｍ３級

賃貸期間
単　　　　価

建設機械レンタル（賃貸借）単価契約書（案）

１　契約金額等

賃貸人 との間に

　　令和　　年 　　月 　　日

上記建設機械のレンタルについて、賃借人 分任支出負担行為担当官 愛媛森林管理署長 山口 正浩 と

令和 ９ 年 ３ 月 19 日

次の契約条件により、建設機械レンタル（賃貸借）契約を締結し、本契約の証として、本書を２通作成し、双

小型バックホウ

60kmまで

契約締結の翌日から

品　　名

70kmまで

規  格



契　　約　　条　　件

第１条　（年間利用計画）

第２条　（レンタル期間）

①

②

第３条　（物件の引渡し）

①

②

③

第４条　（物件の検収）

第５条　（賃貸料の請求）

第６条　（賃貸料の支払）

①

②

　賃借人は、契約締結後14日以内に、賃貸物件に係る年間利用計画を賃貸人に提示するもの
とする。年間利用計画には位置図を添付するものとする。

　賃貸人は、賃借人の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理する
か、代替えの物件を引渡す。

　賃貸人は、第２条①により賃借人が発行した「建設機械賃貸（レンタル等）要求書」に基
づき賃貸した物件について、使用期間が終了した場合には「建設機械賃貸（レンタル等）要
求書」毎に、賃借人に請求するものとする。

　賃借人は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内
（以下「約定期間」という。）に当該請求金額を賃貸人に対して口座振込により支払うもの
とする。

賃借人の都合により支払いが遅れたとき、賃貸人は期限の翌日から起算して支払いの日まで
の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律（昭和24年法律第256号。)第8条第
1項の規定により決定された率に乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができ
る。

　賃貸人は、賃借人がレンタル開始日の14日前までに発行する「建設機械賃貸（レンタル
等）要求書」に基づき、その都度物品を賃借人に賃貸するものとする。

　レンタル期間は、原則として物件を賃借人の指定場所から出荷した日より、賃借人の指定
場所へ返還した日迄とする。

　物件の搬出入・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、賃借人または賃借人の手配によ
る場合は賃借人の責任とし、賃貸人または賃貸人の手配による場合は賃貸人の責任とする。

　賃借人は、物件受領後、ただちに賃貸人の発行する出荷案内状、あるいは納品書ならびに
法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・機能・数量などについて検
収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。

　もし、物件の不適合・不完全・不足・その他瑕疵などを発見した場合には、ただちに賃貸
人に連絡する。

　賃貸人の物件引渡しは、原則として賃借人の指定場所で、賃借人の指定する職員に対して
行う。

　賃借人は、物件の引渡しを受けると同時に、借受書、あるいは、受領書を賃貸人に交付す
る。



第７条　（物件の保守管理）

①

②

③

第８条　（物件についての損害補償）

①

②

③

第９条　（損害賠償責任）

第10条　（保険加入）

①

② 　賃借人は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を賃貸人に通知するものとする。

第11条　（契約満了時の処理と物件の返納）

①

②

③

第12条　（契約の解除）

下記の場合、賃借人または賃貸人は本契約を解除することができる。

① 　賃借人または賃貸人が、本契約の違反をしたとき。

② 　物件が盗難にあった場合、若しくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。

第13条 （補足）

 本契約に定めなき事項については、必要に応じて賃借人賃貸人協議して定めるものとする。

　契約満了により、賃貸人から物件返納の請求があった時は、賃借人はただちに物件を契約
書で定める場所へ返還する。賃貸人は物件の返納を受けると同時に賃借人に受領書を交付す
る。

　物件の返還は、賃借人賃貸人双方立ち会いのうえ行うこととする。ただし、賃借人が立ち
会うことができない場合は、賃貸人の検収をもって有効とする。

　賃借人は物件を返還する時は、それが賃借人の使用方法、取扱いの不備などにより毀損し
た場合に限り（期間経過相応の損耗を除く）第８条②の定めに従い、賃借人の負担において
物件を現状に復して返還するか、またはその費用を賃貸人に支払う。

　物件が、天災地変、その他賃借人賃貸人いづれの責にも帰すことができない事由によって
滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、賃借人賃貸人が協議して定める。

　物件が、賃借人の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合には、修理費および修
理期間に応じたレンタル料金を補償金として賃借人は賃貸人に支払う。

　賃借人の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を賃貸人
に返却するか、または、時価相当額を賃借人は賃貸人に支払う。

　賃借人が賃貸人の物件の保管・使用に起因して（ただし、賃貸人の整備不良など賃貸人の
責に帰すべき事由に起因する場合を除く）第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合
は、賃借人の責任においてすみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として
支払う。

　ただし、賃貸人があらかじめ賠償責任保険を付している事故について賃貸人が保険金を受
け取った場合は、その保険受取全額を限度とし、当該第三者に支払うものとする。

　賃貸人は賃貸物品について、契約期間中継続して賃貸人を被保険者とする動産総合保険
（仕様書で別に指定している場合は当該保険）に加入するものとする。

　賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件保管し、関連法令を守り、物件の本来の用
法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。

　賃借人の責に帰すことができない理由により物件の故障・破損などした場合は、賃貸人の
責任と負担でこれを修理するか、代替の物件を引渡す。

　定期点検・特定自主検査については、別途契約のない限り、賃貸人の責任と負担でこれを
行う。定期交換部品（消耗品）に関しては、利用期間中の初回においては賃貸人の負担と
し、２回目以降は賃借人の負担とする。



 

 

別紙 

暴力団排除に関する特約条項 

 

 （属性要件に基づく契約解除） 

第１条 賃借人は、賃貸人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

 （行為要件に基づく契約解除） 

第２条 賃借人は、賃貸人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1) 暴力的な要求行為 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

 (5) その他前各号に準ずる行為 

 

 （表明確約） 

第３条 賃貸人は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 賃貸人は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を再請

負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受任者（再委任

以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約す

る場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

 

 



 

 

 （再請負契約等に関する契約解除） 

第４条 賃貸人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該

再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約

を解除させるようにしなければならない。 

２ 賃借人は、賃貸人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請

負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等

との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約を解

除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

 （損害賠償） 

第５条 賃借人は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これ

により賃貸人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 賃貸人は、賃借人が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合にお

いて、賃借人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第６条 賃貸人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ

等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受

けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不

当介入の事実を賃借人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものと

する。 

 



（別紙） 

 

林野火災防止に関する特約条項 

 

（林野火災の予防及び届出） 

第１条 乙（契約又は協定等の相手方をいう。以下同じ。）は、国有林野への入林にあたり、火の取扱い

に注意し、火災の予防に努めるものとする。また、たき火等の火災とまぎらわしい煙を発するお

それのある行為等を行う場合は、必ず市町村の火災予防条例等に基づく届出を行わなければなら

ない。 

 

（入林者等への周知） 

第２条 乙は、入林する国有林野が所在する市町村が定める火災予防条例の内容、特に林野火災注意報

及び林野火災警報等の規程を十分に理解し、国有林野に入林する者に対してそれらの規程につい

て周知するとともに、火災の予防に努めることについて指導を徹底するものとする。 

 

（林野火災注意報等の区域の確認） 

第３条 乙は、国有林野への入林にあたり、入林する国有林野の所在する市町村が火災予防条例におい

て定める、林野火災注意報及び林野火災警報の発令時に火の使用等に制限が課される区域につい

て、必ず確認するものとする。 

 

（林野火災注意報等の発令状況の確認） 

第４条 乙は、国有林野への入林にあたり、入林する国有林野が所在する市町村から発令される林野火

災注意報や林野火災警報の発令状況を確認するものとする。 

 

（林野火災注意報等の発令に伴う対応） 

第５条 乙は、入林する国有林野が所在する市町村において、林野火災注意報又は林野火災警報が発令

されている場合、当該市町村の火災予防条例の定めるところに従い、火の使用等に関する制限等

の規程を遵守するものとする。 

 

（林野火災が発生した場合の対応） 

第６条 乙は、国有林野内の入林地等において火災が発生した場合は、消火活動及び消防、警察等、関

係機関の調査等に協力するものとする。 



賃貸借物件内訳書

小型バックホウ（朴ノ又林道外２）

　注：①　表中の「予定回数」は賃貸回数、「予定時期」は賃貸、「予定日数」は借受日から返納日までの全日数（土日祝祭日を含む）。

　　　②　予定使用時期は目安であり、実際の使用時期については、契約条件の第２条①に基づく「建設機械賃貸（レンタル等）要求書」による。

　　　③　実際の回数、日数が予定回数、予定日数を下回った場合の補償は一切行わない。

　　　④　予定回数が未定のものについては、賃借人、賃貸人の都合があった場合のみ行うものとする。

①６月中旬～８月上旬 54日小型バックホウ

山積0.13m3級
機械質量4tｸﾗｽ/ｷｬﾉﾋﾟｰ
鉄又はｺﾞﾑｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ
操作方式切替装置装着車

１台 30日以上

自　令和８年６月15日

至　令和８年８月７日

機械の名称

愛媛森林管理署
小田第一、面河
森林事務所管内一円

予定使用時期 予定日数 予定期間 使用予定場所規　　格 台数 賃貸期間 予定回数

１回
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搬入箇所
搬出箇所

S=1/20,000

令和8年度　レンタル箇所位置図

（朴ノ又林道、小田深山林道南岸線）



搬入箇所
搬出箇所

坂瀬林道
1.6km

S=1/20,000

令和8年度　レンタル箇所位置図

（坂瀬林道）
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